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愛知県個人情報保護審議会答申の概要 

 

答申第 181 号（ 諮問第 219 号）  

件名：「 決定期間の特例延長」の行政処分性について総務省へ照会し た文書等の不開示（ 不

存在） 決定に関する 件 

 

１  開示請求 

  平成 28 年 6 月 16 日等 

２  原処分 

  平成 28 年 7 月 28 日等（ 不開示（ 不存在） 決定）  

愛知県知事（ 以下「 知事」 と いう 。） は、 審査請求人に係る 別記の保有個人情報の自

己情報開示請求について、愛知県個人情報保護条例（ 平成 16 年愛知県条例第 66 号。（ 以

下「 条例」 と いう 。） 第 21 条第 2 項（ 開示請求に関する 保有個人情報を保有し ていな

い） に該当する と し て、 不開示と し た。  

３  審査請求 

  平成 28 年 8 月 1 日等 

  原処分の取り 消し を 求める 。  

４  諮問 

  令和 4 年 6 月 1 日 

５  審議会の結論 

知事が、 不存在を 理由と し て不開示と し たこ と は妥当である 。  

６  審議会の判断 

 ( 1)  判断に当たっての基本的考え方 

   条例は、 第 1 条に規定さ れている と おり 、 実施機関の保有する 個人情報の開示を

請求する 個人の権利を 明ら かにし 、 も っ て県政の適正な運営を 図り つつ、 個人の権

利利益を 保護する こ と を 目的と し て制定さ れたも のであり 、 原則開示の理念のも と

に解釈・ 運用さ れなければなら ない。  

   ただし 、 開示請求の対象と なる も のは保有個人情報であり 、 行政文書に記録さ れ

たも のに限ら れる ため、 当該文書が存在する こ と が前提と なる 。  

   当審議会は、 自己に関する 保有個人情報の開示を 請求する 権利が不当に侵害さ れ

る こ と のないよ う 、 審査請求人及び実施機関のそれぞれの主張から 、 本件請求対象

保有個人情報の存否について、 以下判断する も のである 。  

 ( 2)  本件請求対象保有個人情報について 

   自己情報開示請求書の内容を 基本と し て、 実施機関が作成し た弁明書の内容も 踏

ま える と 、 本件請求対象保有個人情報は、 県民生活部県民総務課情報グループ（ 当

時。 以下「 県民総務課情報グループ」 と いう 。） 又は県民生活部県民総務課総務・ 人
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事グループ（ 当時。 以下「 県民総務課総務・ 人事グループ」 と いう 。） において管理

する 、 別表の 4 欄に掲げる 保有個人情報の内容が記載さ れた行政文書である と 解さ

れる 。  

 ( 3)  本件請求対象保有個人情報の存否について 

  ア 請求 1 

    実施機関によ れば、 本件請求対象保有個人情報のう ち、 別表の 1 欄に掲げる 請

求 1（ 以下「 請求 1」 と いう 。 同欄に掲げる 請求 2 以下も 同様と する 。） に係る 保

有個人情報については、 県民総務課情報グループが審査請求人の開示請求につい

ての特例延長が行政処分に当たる か否かを 総務省に照会する こ と はないと のこ と

である 。  

    そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ 、 実施機関が審査請求人の個人情報

を 記載し た形で総務省に照会する こ と はないと 認めら れる こ と から 、 当該請求に

係る 保有個人情報を 作成又は取得し ていないと いう 実施機関の主張に、 特段不自

然、 不合理な点は認めら れない。  

  イ  請求 2 

    実施機関によ れば、 本件請求対象保有個人情報のう ち、 請求 2 に係る 保有個人

情報については、 情報公開制度の趣旨及び目的についての解説は、 愛知県情報公

開条例解釈運用基準に記載さ れている が、 そこ に審査請求人の個人情報は記載さ

れておら ず、 他に当該請求に係る 保有個人情報に該当する も のも ないと のこ と で

ある 。  

    そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ 、 条例の解釈運用基準に審査請求人

の個人情報が記載さ れる こ と はないと 認めら れる こ と から 、 当該請求に係る 保有

個人情報を 作成又は取得する こ と はないと いう 実施機関の主張に、 特段不自然、

不合理な点は認めら れない。  

  ウ  請求 3 及び請求 4 

   ( ｱ)  Ａ の３ 及びＢ の３ を除く 項目について 

     実施機関によ れば、 こ れら の請求は県民総務課情報グループが所掌し ている

事務に関する も のであり 、 こ れら の事務を 通じ て、 審査請求人に係る 個人情報

を 県民総務課総務・ 人事グループが作成又は取得する こ と はないと のこ と であ

る 。  

     そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ、 本件請求対象保有個人情報のう

ち、 こ れら の請求に係る 保有個人情報については、 県民生活部県民生活課及び

愛知県教育委員会に関連する 保有個人情報並びに愛知県情報公開審査会の委員

及びその答申に関連する 保有個人情報であり 、 県民総務課総務・ 人事グループ

においてこ れら の請求に係る 保有個人情報を 作成又は取得する こ と が必要であ

る と は認めら れないこ と から 、 こ れら の請求に係る 保有個人情報を 作成又は取

得する こ と はないと いう 実施機関の主張に、 特段不自然、 不合理な点は認めら
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れない。  

   ( ｲ)  Ａ の３ について 

     実施機関によ れば、 保存文書目録は、 愛知県行政文書管理規程に基づき 、 県

民総務課総務・ 人事グループにおいても 作成し ている が、 保存文書目録は、 情

報公開等における 文書の探索のため、 一般県民の閲覧に供さ れる こ と から 、 保

有個人情報を 記載する こ と はないと のこ と である 。  

     そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ、 保存文書目録に審査請求人の個

人情報が記載さ れる こ と はないと 認めら れる こ と から 、 審査請求人の個人情報

が記載さ れた保存文書目録は管理し ていないと いう 実施機関の主張に、 特段不

自然、 不合理な点は認めら れない。  

   ( ｳ)  Ｂ の３ について 

     実施機関によ れば、 平成 19 年度から 平成 24 年度ま での開示請求書は、 平成

27 年度ま でには保存期間を 満了する こ と から 、 審査請求人が自己情報開示請求

を し た平成 29 年 3 月時点では既に廃棄済みである と のこ と であり 、 審査請求人

の個人情報が記載さ れた平成 19 年度から 平成 24 年度ま での開示請求書は管理

し ていないと いう 実施機関の主張に、特段不自然、不合理な点は認めら れない。  

 ( 4)  ま と め 

以上によ り 、「 ５  審議会の結論」 のと おり 判断する 。  
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 別表 

1 請

求 

2 審査請

求年月日 
3 不開示決定 4 開示請求のあっ た保有個人情報の内容 

1 平成 28 年

8 月 1 日 

平成 28 年 7 月 28

日付け 28 県総第

152 号 

Ｄ  県民総務課情報グループへの開示請求 

「 決定期間の特例延長」 の行政処分性につい

て総務省へ照会し た文書及びその回答 

（ H23 年度～H25 年度）  

2 平成 29 年

4 月 24 日 

平成 29 年 4 月 14

日付け 29 県総第

12 号 

Ｃ  県民総務課情報グループに対する 開示請

求 

答申第 679 号に関する 開示請求 

９  「 条例によ る 情報公開制度の目的に従っ

た開示請求」 の判断基準が記載さ れている 文

書 

3 平成 30 年

1 月 15 日 

平成 30 年 1 月 12

日付け 29 県総第

287 号 

別記 1 のと おり  

4 平成 30 年

10 月 9 日 

平成 30 年 9 月 27

日付け 30 県総第

183-2 号 

別記 2 のと おり  

 

別記 1 及び別記 2 略 

 


